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令和５年度の都市計画事業報告について 

（ 都市計画課 ） 

都市計画関係 

項    目 事 業 内 容 

 

１．都市計画関係 

 

（１）日高市旭ケ丘松の台組合土地区画整理事業   

①都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更手続

（埼玉県決定） 

②区域区分の変更手続き（埼玉県決定） 

③用途地域、都市計画道路、防火・準防火地域、地区計

画及び公共下水道の決定手続き（日高市決定） 

 

（２）高麗川駅東口地区の用途地域等の見直し 

  高麗川駅東口の開設事業と併せ、基盤整備等の効果を

生かした土地利用の誘導を図るため、用途地域の見直し

に加えて、地区計画及び防火地域、準防火地域等の指定

を検討している。地元住民及び地権者との合意形成を図

るため、３回のまちづくり勉強会を開催。 

 

 

２．生産緑地関係 

 

（１）生産緑地地区の現地確認 

  耕作状況等の現地調査を実施。（10月５、10、26 日） 

 

（２）生産緑地の標識柱の撤去 

  日高第８号、第 37号、第 54号及び第 56 号生産緑地地

区の標識柱を撤去。 

 

（３）特定生産緑地制度に係る事務 

  令和５年度 特定生産緑地への指定分 

・川越税務署との協議（納税猶予に伴うもの） 

・第 65 回都市計画審議会への諮問（R5.11.22） 

・指定告示：R5.11.30（日高市告示第 292 号） 

 地区数 ２地区 

 面 積 約 0.28ha 
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３．その他 

 

 

（１）都市計画審議会の開催 

①第 64 回都市計画審議会（R5.6.28） 

・諮問事項  

議第１号 川越都市計画 都市計画区域の整備、開発

及び保全の方針の変更について 

議第２号 川越都市計画 区域区分の変更について 

議第３号 川越都市計画 用途地域の変更について 

議第４号 川越都市計画 防火地域及び準防火地域の

変更について 

議第５号 川越都市計画 道路の変更について 

議第６号 川越都市計画 土地区画整理事業の変更に

ついて 

議第７号 川越都市計画 地区計画の変更について 

議第８号 川越都市計画 下水道事業計画の変更につ

いて 

議第９号 川越都市計画生産緑地地区の変更について 

議第 10 号 都市計画法第 34 条第 12号区域の追加指定

について 

・報告事項 

令和４年度 都市計画事業報告について 

  令和５年度 都市計画事業予定について 

  日高市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する

条例等の改正について 

  日高市都市計画マスタープランの改定について 

  

②第 65 回都市計画審議会（R5.11.22） 

・諮問事項 

議第１号 川越都市計画生産緑地地区の変更について 

議第２号 特定生産緑地の指定について 

   

・報告事項  

旭ケ丘松の台土地区画整理組合の設立認可について 

高麗川駅東口周辺地区における用途地域等の変更につ

いて 

日高市都市計画マスタープランの改定について 
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企業誘致関係  

項 目 事業内容 

 

１．企業誘致 

 

 

 

（１）企業誘致状況 

①相談対応件数 

  窓口 126 件 ※前年度  146 件 

  電話 118 件 ※前年度  148 件 

②開発許可件数 

高萩北部周辺地区   1 件   17,285 ㎡ 

  狭山日高ＩＣ周辺地区 2 件   23,871 ㎡ 

  上鹿山地区      0 件         0 ㎡ 

合 計  3 件   41,156 ㎡ 

（前年度  2 件      6,940 ㎡） 

   ※累計開発許可件数 117 件  約 870,733 ㎡ 

③都市計画法第 34 条第 12 号区域指定件数 

  高萩北部周辺地区    1 件   17,286 ㎡ 

  狭山日高ＩＣ周辺地区  1 件     13,419 ㎡ 

  上鹿山地区         0 件        0 ㎡ 

合 計    2 件      30,705 ㎡ 

（前年度 2 件   14,453 ㎡） 

 

（２）圏央鶴ヶ島インターチェンジ周辺地区の土地利用 

  川越市、鶴ヶ島市及び日高市の各行政区に跨る「３市

またぎ地区」の開発案件について、都市計画提案制度に

よる市街化調整区域の地区計画指定に向けて、埼玉県に

農林調整等の資料提出及び都市計画手続きの打合せを実

施。 

 

（３）企業誘致制度 

企業誘致の基準となる、市長が指定する道路の新規指

定を行うことで、産業用地を創出し、県条例に基づき企

業誘致の区域として約 3.07ha を指定し、適正な土地利用

の推進を図った。 

 

（４）圏央道ＩＣ周辺地域乱開発抑止 

  （高萩北部周辺及び狭山日高ＩＣ周辺の２地域） 

・啓発活動 市ホームページ及び窓口等に啓発パンフ

レットの設置。 

・監視活動 R5.11.9 に埼玉西部環境管理事務所から 

１名と埼玉県都市整備部産業基盤対策幹

から２名、環境課から１名、農業委員会

から１名、都市計画課から２名の参加に

よる乱開発抑止パトロールを実施。 
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住宅政策関係 

項  目 事業内容 

 
１．空き家対策関係 

 
（１）日高市空家等対策協議会の開催 

 日高市空家等対策協議会条例に基づき、日高市空家等対

策協議会を２回開催した。 

■第１回（R5.8.24） 

・議題 

① 日高市特定空家等（令和３年度認定）の命令につ

いて 
② 日高市特定空家等（令和４年度認定）の勧告につ

いて 
③ 日高市特定空家等（令和５年度認定）の認定候補

について 
④ 情報交換 

■第２回（R6.2.15） 

・議題 

① 日高市特定空家等（令和３年度認定）の命令につ

いて 
② 日高市特定空家等（令和４年度認定）の勧告につ

いて 
③ その他 

④ 情報交換 

 

（２）日高市空き家・空き地バンクの運営(H30.1 開始) 

R6.5.1 現在の登録状況 

    登録中 2 件（空き家 1件、空き地 1件） 

成 約 13 件（空き家 6件、空き地 7 件） 

取 下 16 件（空き家 8件、空き地 8 件） 
 
 

２．市営住宅管理事務 （１）市営住宅の修繕及び改修工事 

①修繕 17件 

②退去に伴う工事０件 

③Ａ棟配電盤内の機器交換修繕及び各棟の電気設備の

絶縁抵抗を確認 

④Ｃ棟ベランダ鉄部の塗装修繕 
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建築及び開発関係 

項  目 事業内容 

１．建築基準法に基づく特定

行政庁に関する事務 

 

 

 

 

建築基準法に基づく業務 

（法第６条第１項第４号物件） 

・建築確認申請等の審査 （変更含む）    １０件 

・完了検査                              ８件 

・道路位置指定              ０件 

・指定確認検査機関処理物件の報告受理 ２３６件 

２．都市計画法に基づく開発

許可等に関する事務 

 

 

 

都市計画法に基づく開発許可等業務 

・開発許可（変更許可含む）       ６７件 

・公告前承認               ３８件 

・建築許可               １３件 

  ・適合証明              １０９件 

３．建築関係県受託事務 

 

県への申請等に係る受付及び経由進達     ４件 

（県受理分指定確認検査機関処理物件）   ２１件 

４．日高市開発行為等指導要

綱に関する事務 

指導要綱に基づく事前協議         ２１件 

 

５．各法令等に基づく許可及

び届出に関する事務 

 

 

 

 

 

 

 

許可及び届出 

・国土法第２３条に基づく届出受理県進達 ７８件 

・土地区画整理法第７６条に基づく許可   ７件 

・都市計画法第５３条に基づく許可      ２件 

・県屋外広告物条例に基づく許可     ９１件 

・建設リサイクル法に基づく届出受理   ５５件 

・県景観条例に基づく届出受理       ７件 

・長期優良住宅建築等計画認定       ４１件 

・低炭素建築物新築等計画認定       １件 

・建築物省エネ法に基づく届出       １件 

６．地震防災促進事務 木造住宅耐震診断・耐震改修 

・木造住宅の無料簡易耐震診断      １２件 

・木造住宅耐震診断補助制度        ０件 

・木造住宅耐震改修補助制度        ０件 

・木造住宅無料簡易耐震診断相談会      ２回 

被災建築物応急危険度判定士のネットワーク整備 

 ・ネットワークを活用した連絡訓練     １回 

 


